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NO

YES

主に
公的年金収入

主に
給与収入

次の収入
・営業、農業
・不動産
・利子、配当
・雑（公的年
金以外）

・譲渡
・一時

・市外在住の親族の税法上の扶養になっている
・誰の扶養にもなっていない

市民税・
県民税申告

・400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加
や変更がない

申告不要

・公的年金収入が400万円以下で、20万円以下の年
金以外の所得がある

市民税・
県民税申告

・年末調整済の給与が1か所からのみ 申告不要

・給与収入があり、20万円以下の給与または公的年
金以外の所得がある

市民税・
県民税申告

・所得金額より控除金額の方が多い
（所得税が課税されない）

市民税・
県民税申告

収入なし
または

非課税となる
収入のみ※１

・市内在住の親族の税法上の扶養になっている 申告不要
※2

・公的年金収入が400万円を超えている
・公的年金以外の所得が20万円を超えている

確定申告
※3

・所得金額より控除金額の方が少ない
（所得税が課税される）

確定申告
※3

・給与収入が2,000万円を超えている
・医療費控除などの控除を追加、変更する
・2か所以上からの給与がある ※４

・給与以外の所得が20万円を超えている
・年末調整をしていない

確定申告

※3

※１ 非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業給付金などがあります。
※２ 行政サービスを受けるときなどに申告が必要な場合があります。
※３ 市民税・県民税申告は原則不要です。
※４ ２か所以上から給与を受け取っていて、年末調整されなかった給与

の収入金額と給与以外の所得との合計額が20万円を超えている場
合を指します。

※2

※2

確定申告、市民税・県民税申告が必要な人

＜ 注意 ＞
〇このフローチャートは一般的な例を示しています。目安として利用してください。
〇上記で「市民税・県民税申告」または「申告不要」となった場合でも、次に該当する人

 は確定申告をする必要があります。
  ・ 所得税の還付を受けようとする人
  ・ 初めて住宅ローン控除を受けようとする人
  ・ 土地・建物、株式等の譲渡、先物取引など、分離課税の対象となる所得がある人
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